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★事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
【事業の内容】

【業務の流れ】
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安全・安心に暮らせ
るまちづくりの推進

「こどもまんなか社会」
の構築

産業の共生による市経
済の持続的発展

（開始年度　　　　　　年度）
（　　　　　～　　　　年度）

市志合

③予算の主な増減の理由

データ取得方法

法令根拠

見込

(開始した背景・
きっかけ・今後の
状況変化・関係
者からの意見や
要望を含む)
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(3)評価の総括（成果向上の余地・事業費削減の余地）

(4)今後の事業の方向性

 4年度
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 5年度
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 6年度
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8,443

 6年度
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 7年度
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 9年度
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10年度

500
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(令和 6年度実績と令和 7年度計画) 令 和  7 年  9 月  4 日 更 新

健康づくり事業

   2 福祉の健幸 健康福祉部 中嶋　繁之

   6 健康づくりの推進 健康ほけん課 溝口　寛子

  21 病気にならない生活習慣の確立 健康づくり班 1182

健康増進法

一般   4   1   4    11575
単年度のみ 単年度繰返 24

 6年度で終了  6年度から開始
期間限定複数年度

１,　行政と市民のパイプ役となり健康づくりを普及するボランティアの定期学習会（健康づくり推進員）　
２,　職員が地域に出向いて健康教育を行なう（出前講座）　
３,　生活習慣病対策に向け健康教育を行なう
４,　健康づくりの必要性について考える機会として実施（健康づくり講演会）
５,　会の開催（健康づくり推進協議会）
６， 健康増進計画・食育推進計画の策定（６年に１回）

１．健康づくり推進員学習会　①企画　②推進員への通知　③準備　④実施　⑤他の事業との連携・調整
２．健康教育出前講座　①地区などからの依頼　②講座内容の検討　③講座準備　④講座の実施　⑤評価
３．健康教室　①教室の企画、講師依頼　②講師との打ち合わせ　③参加者の募集　④教室の準備　⑤教室の実施　⑥評価
４．健康づくり講演会　①講演会の企画、講師依頼　②講師との打ち合わせ　③参加者の募集　④講演会準備　⑤講演会の実施　⑥評価
５．健康づくり推進協議会　①委員の選定（市民代表を含む）②委員の委嘱　③協議会の運営　④会議録の公表　⑤報償費・費用弁償の支払い

報償費、旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料、職員手当等、役務費

6年度事務事業の成果・実績
●健康づくり推進員学習会：6月、8月に学習会を２回実施、9月、10月に減塩の大切さについて市民に伝える取り組み（がん検診時）を実施し
た（延べ人数計25人）。
●健康教育出前講座：7回実施、参加人数計111人
●健康教室（大人のカラダ革命）：10,11月に40～60歳の市民を対象とした健康教室を5回実施した。（延べ人数計125人）
●健康づくり講演会：健康づくり推進員と市民を対象に11月にくわみず病院から日本睡眠学会専門医を講師に招いて実施した。（内容：快眠
で健康づくり、参加者：48人）
●健康づくり推進協議会：7月・10月・2月に計3回開催した。（出席者各回13人延べ人数39人）
●合志市第３次健康増進・食育推進計画を策定した。

7年度計画（次年度に計画している主な内容）
市民のニーズや健診結果等に基づいたテーマを設定し、健康づくり講演会
を実施する。

健康増進・食育推進計画策定があったが、次期計画は6年後のため
委託料の減

健康づくり事業（教室や講演会等）に参加した市民の人数 人 健康づくり事業（教室や講演会等）に参加者した市民の名簿

人

健康教育や講演会の実施方法や健康づくり推進員の実施内容など検討が今後必要と考えられる。

廃止 縮小 事業のやり方改善 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）


